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ネーミングライツにより、埼玉県防災学習センターの愛称は 

「能美防災そなーえ」に決定しました 
 

 埼玉県防災学習センターは、災害に強い地域づくりのため、地震など災害時の対処

方法を楽しく体験・学習いただける施設です。このたび、県有施設で初となるネーミ

ングライツにより、愛称の命名権者を決定しました。 

 

１ 愛称の命名権者 

   能美防災株式会社 

 

２ 新しい愛称 

  能美
の う み

防災
ぼうさい

そなーえ 

  ※通常、正式名称と併記し「能美防災そなーえ 埼玉県防災学習センター」

と表示 

 

３ 愛称使用期間（契約期間） 

  令和 6年 10月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

  ※契約期間終了後、契約の更新を希望する場合には、優先交渉権を付与 

 

４ 対象施設 

   施 設 名 埼玉県防災学習センター 

   所 在 地 埼玉県鴻巣市袋 30 

   施 設 概 要 地震など災害時の対処方法を楽しく体験・学習できる施設 

   指定管理者 丹青社・サイオー共同事業体 

         （令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで） 
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